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論議の輪投稿掲載細則             
  
 

化学生物総合管理学会が会員相互の意見交換によって自己研鑽に励むための場とし 

てのみならず社会に広く提言し発信するための場として機能することを旨として設立

された経緯を踏まえ、学会の見解とは別に個人が自らの責任で自らの意見を自由に表明

し互いに異なる意見に真摯に耳を傾ける場として、化学生物総合管理学会のホームペー

ジに「論議の輪」の欄を開設するに当たり、円滑な運用と透明性の向上に資するため、

投稿掲載細則を定める。 

 

 (投稿) 

１．化学生物総合管理学会の会員は「論議の輪」に投稿することができる。 

会員以外であっても、会員の紹介を受けかつ投稿内容について当該会員の事前の同 

意を受けた者は投稿することができる。 

 

２．掲載時の投稿者名の表示は、実名または有志などの筆名とし、投稿者が投稿原稿 

の一部として自由に決めることができる。 

掲載に際し実名以外を使用する場合においても、実名、連絡先などを論議の輪原稿

送付表（様式１）に明記して学会事務局に届け出なければならない。 

原則として投稿者の実名や投稿者の連絡先などを開示しない。 

しかし、理事の確認を踏まえて、理事長が実名を開示する必要があると認め、開示

を決定した時はこの限りではない。この際、投稿者は開示に対して異を唱えることは

できない。 

 

３．図表などが入った原稿も可とし、原稿の字数の制限は当面設けない。 

 

４．原稿の送付先は学会事務局とし、送付に際して投稿者は、投稿原稿に表題、投稿者

名（実名）、所属、連絡先、希望掲載名等を記した論議の輪原稿送付表（様式１）を

添付する。 

投稿原稿は如何なる場合にも返却しない。 

 

（掲載の採否） 

５．「論議の輪」の欄の趣旨を踏まえ、投稿原稿が公序良俗に反する内容、宣伝や布教

に類する内容或いは特定の個人又は組織を誹謗中傷する内容などを含まない場合に

は、原則、掲載することとし、掲載の可否は理事の確認を踏まえて理事長が決定する。 

 

６．事務局は受け付けた投稿原稿を理事にメールで送付し、理事は指定日時までに意見

を事務局に回答する。 

指定期日までに回答がない場合は確認を得たものとみなす。 
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７．理事による確認は、投稿原稿が公序良俗に反する内容、宣伝や布教に類する内容或

いは特定の個人又は組織を誹謗中傷する内容などを含まないことを確認すること 

を目的とし、投稿者の見解や意見の内容を評価したり学会の見解との整合性を質した

りするものではない。 

 

８．理事の確認を踏まえて、理事長は投稿原稿について投稿者に原稿修正を求めること 

ができる。投稿者が修正に応じない場合は掲載しない。 

 

 (掲載) 

９．「論議の輪」の欄は学会の見解を掲載する欄ではなく投稿者個人が自らの責任で自

らの意見を表明する欄であり、一切の責任は投稿者本人に帰する旨を、「論議の輪」

の欄の冒頭に明示する。 

 

10．投稿原稿のホームページへの掲載作業は学会事務局が行うこととし、必要な体裁の

変更（例、段組み、字体、フォント、明らかな誤字・脱字）は投稿原稿の修正にあた

らず、事務局は投稿者に連絡することなく変更することができる。 

 

(責任) 

11．投稿原稿に起因する一切の責任は投稿者に帰するものとし、学会および学会の関 

係者は如何なる責任も負わない。 

 

12．実名を２．の規定により開示したことに伴う損害など如何なる責任も学会および 

学会の関係者は負わない。 

 

（質問等） 

13．投稿原稿に対する意見や反論などは、「論議の輪」の欄に対する新たな投稿として

扱うこととし、この細則に従う。 

 

14．投稿原稿に対する質問などへの対応は、原則、投稿者の責任とし、学会事務局は 

投稿者に対して対応を求めることができる。 

 

（著作権） 

15．著作権は原則として投稿者に帰属する。学会は掲載された記事を自由に利用する 

ことができる。 

投稿者が投稿原稿を他に活用する場合には、学会の見解を示すものではなく投稿者 

が自らの責任で自らの意見を表明するものであり一切の責任は投稿者本人に帰する

旨を明示しなければならない。 

 



化学生物総合管理学会 論議の輪投稿掲載細則 

3 
（2010.3.18） 

（継承） 

16．旧「ちょっと一言」欄及び旧「提言」欄は「論議の輪」欄に統合する。 

 

2009年 10月 20日制定 
2010年 3月 18日改定 
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（様式１）

論議の輪原稿送付表

化学生物総合管理学会ホームページ「論議の輪」に投稿します。

年 月 日

表　　題

投稿者（実名） 連絡先 所属

（複数の場合は代表者名） （原則としてメールアドレス）

その他の投稿者（複数の人が賛同して投稿する場合に記入）

（投稿者記入欄が足りない場合は行を追加挿入してください）

掲載に際して使用する名前（実名以外を使用する場合には記入）

確認事項

確認欄（右の欄に○を入力してください）

（○入力がないと受付できません）

（事務局記入欄）

受付日 年 月 日

採否決定日 年 月 日

掲載番号

私は、この投稿は学会の見解を示すものではなく投稿者個人が自らの責任で自らの意見を表明するものであ
ることを理解し、投稿に起因する一切の責任は投稿者に帰するものであることを了承します。


